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住
民
基
本
台
帳
法
に
お
け
る
届
出
制
度

住
民
基
本
台
帳
法
（
法
第
２
１
条
～
３
０
条
）

（
参
考
）
戸
籍
法
（
法
第
２
５
条
～
第
１
１
２
条
）

種
類

転
入
届
、
転
居
届
、
転
出
届
、
世
帯
変
更
届
（
法
第
２
２
条
～
２
５
条
）

出
生
届
、
死
亡
届
、
婚
姻
届
、
離
婚
届
等
（
法
第
４
９
条
～
第
１
１
２
条
）

方
法

・
届
出
は
、
届
出
人
の
住
所
及
び
届
出
の
年
月
日
が
記
載
さ
れ
、
並
び
に

・
届
出
は
、
書
面
又
は
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
法
第
２
７
条
）

届
出
人
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

・
法
務
大
臣
が
届
書
の
様
式
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
件
の
届
出
は
、
当

い
。（
法
第
２
７
条
、
政
令
第
２
６
条
）

該
様
式
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由

が
あ
る
場
合
を
除
く
）。
（
法
第
２
８
条
）

・
届
書
に
は
、
記
載
事
項
を
記
載
し
、
届
出
人
が
こ
れ
に
署
名
し
、
印
を
お
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
法
第
２
９
条
）

・
口
頭
で
届
出
を
す
る
に
は
、
届
出
人
は
、
市
役
所
又
は
町
村
役
場
に
出
頭
し
、

届
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
陳
述
し
、
市
町
村
長
が
こ
れ
を
筆
記
し
、
届
出

の
年
月
日
を
記
載
し
て
、
届
出
人
に
読
み
聞
か
せ
を
し
た
後
、
届
出
人
に
そ

の
書
面
に
署
名
さ
せ
、
印
を
お
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 （
法
第
３
７
条
）

届
出
人
・
転
入
を
し
た
者
、
転
居
を
し
た
者
、
転
出
を
す
る
者
、
属
す
る
世
帯
又

・
出
生
届
の
場
合
、
父
、
母
、
同
居
者
、
出
産
に
立
ち
会
っ
た
医
師
、
助
産
師

は
そ
の
世
帯
主
に
変
更
が
あ
っ
た
者
（
法
第
２
２
条
～
２
５
条
）

又
は
そ
の
他
の
者
な
ど
（
法
第
５
２
条
）

・
た
だ
し
、
世
帯
主
は
、
世
帯
員
に
代
わ
っ
て
、
届
出
を
す
る
こ
と
が
で

・
死
亡
届
の
場
合
、
同
居
の
親
族
、
そ
の
他
の
同
居
者
、
家
主
、
地
主
又
は
家

き
る
。
世
帯
員
が
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
世
帯
主
が

屋
若
し
く
は
土
地
の
管
理
人
な
ど
（
法
第
８
７
条
）

世
帯
員
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
法
第
２

・
婚
姻
届
の
場
合
、
婚
姻
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
７
４
条
）

６
条
）

・
離
婚
届
の
場
合
、
離
婚
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
７
６
条
）

な
ど

・
届
出
を
す
べ
き
者
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
親
権

を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
届
出
義
務
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
未
成
年
者
又
は

成
年
被
後
見
人
が
届
出
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。（
報
告
的
届
出
の
場
合
）

（
法
第
３
１
条
）

届
出
時
・
市
町
村
長
は
、
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
の
内
容
が
事
実

婚
姻
届
、
離
婚
届
、
養
子
縁
組
届
、
養
子
離
縁
届
に
お
い
て
は
、

に
お
け

で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
て
住
民
票
の
記
載
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

・
届
出
人
に
対
し
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
等
官
公
署
の
発
行
に
係
る
顔
写
真
が

る
審
査

ら
な
い
。（
政
令
第
１
１
条
）

貼
付
さ
れ
た
証
明
書
の
提
示
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
区
町
村

等
→
届
出
の
受
理
に
あ
た
っ
て
は
、

長
が
本
人
確
認
を
行
う
に
足
り
る
と
認
め
る
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
も
差

①
形
式
的
審
査

し
支
え
な
い
。

②
実
質
的
審
査
（
届
出
人
の
本
人
確
認
等
）

・
届
出
人
の
す
べ
て
に
つ
い
て
本
人
確
認
が
出
来
な
か
っ
た
等
の
と
き
は
、
届

を
審
査
し
な
け
れ
ば
ら
な
ら
な
い
。（
事
務
処
理
要
領
第
４
の
２
）

出
人
に
対
し
、
届
出
を
受
理
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
１
５
年
３
月
１
８
日
付
民
一
第
７
４
８
号
民
事
局
長
通
達
）

※
政
令
…
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
４
２
年
政
令
第
２
９
２
号
）

事
務
処
理
要
領
…
住
民
基
本
台
帳
事
務
処
理
要
領












